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株式交換につき通知公告【完全子会社側が単独で公告する場合】
50

　当社は、○○○○株式会社（住所○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号）を完全親会社とする株式交換をすることにいたしましたので公告します。
　なお、効力発生日は令和○○年○○月○○○日です。
　令和○○年○○月○○○日　（※①）
　　○○県○○○市○○町○○番地
　　　　　　　　　　　　　○○○○株式会社
[bookmark: _GoBack]　　　　　　　　　※（法人番号1234567890123）
　　　　　　　　　　代表取締役　○○　○○


［注］効力発生日の記載は任意。


※法人番号は掲載文例に従い任意で記載が可能です。これ以外の会社法の公告についても、法人番号を記載することができます。
なお、記載は13桁の法人番号となります。

（※①）掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。

関連条文
　会社法　七八三条六項・七八五条四項
　　　　　七八七条四項
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